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   １．電波の利用状況 



電波の実証 
（ヘルツ 1888年） 

   電流の磁気作用 
（エルステッド 1820年） 

     電磁波理論 

（マクスウェル 1864年） 

     電磁誘導 
（ファラデー 1831年） 
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電波はその特性に応じて、主に以下の３つの分野で利用されている。 
①  通信・放送への利用 （例：携帯電話、テレビ放送） 
② 測位・遠隔測定への利用 （例：ＧＰＳ（全地球測位システム）） 
③ エネルギー利用 （例：電子レンジ、調理用ＩＨ） 

「電波の木」 
樹齢100年以上 

電波の３つの利用分野 1 



我が国の電波の使用状況 

降雨で弱められ
る 

 
携帯電話      ＰＨＳ     ＭＣＡシステム 
タクシー無線    ＴＶ放送    防災行政無線 
移動体衛星通信   警察無線    簡易無線 
レーダー      アマチュア無線 パーソナル無線 
無線ＬＡＮ（2.4GHz帯、屋内外）    コードレス電話 
ＩＳＭ機器     電子タグ 

ＵＨＦ 
 
ＦＭ放送(コミュニティ放送)      
防災行政無線   消防無線     列車無線 
警察無線     簡易無線     航空管制通信 
無線呼出     アマチュア無線  コードレス電話 

ＶＨＦ 

 
船舶・航空機無線    短波放送 
アマチュア無線     電子タグ 

短波 

 
マイクロ波中継     放送番組中継 
衛星通信        衛星放送 
レーダー        電波天文･宇宙研究 
無線ＬＡＮ（屋内：5.2GHz帯,5.3GHz帯、屋内外：5.6GHz帯） 
無線アクセスシステム(５、22、26GHz帯等) 
狭域通信システム    ＩＳＭ機器 

マイクロ波  
船舶通信     中波放送（ＡＭラジオ） 
アマチュア無線  船舶･航空機用ビーコン 

中波 

 
電波天文  衛星通信 
簡易無線  レーダー 

ミリ波  
船舶･航空機用ビーコン 
標準電波  電子タグ 

長波 

波長 
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短波 
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マイクロ波 
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ミリ波 
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サブミリ波 
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(30億ﾍﾙﾂ) 
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(300億ﾍﾙﾂ) 

1mm 
300GHz 
(3千億ﾍﾙﾂ) 

0.1mm 
3000GHz 
(3兆ﾍﾙﾂ) 

100km 
3kHz 

(3千ﾍﾙﾂ) 

利用技術の難易度 
伝送できる情報量 

電波の伝わり方 

難しい 

大きい 

直進する 

主な利用例 

小さい 

障害物の後ろに回り込む 

易しい 

使いやすい帯域→需要大 

主に携帯電話、放送、衛星
通信等で利用 
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REGION 1

REGION 2

REGION 3 REGION 3

第１地域 

第３地域 

第２地域 

第３地域 

 周波数分配のための地域割り 

第一地域 第二地域 第三地域 
470-790 
放送 

470-512 
放送 固定 移動 

470-585 
固定 移動 放送 

512-608 
放送 585-610 

固定 移動 放送 無線航行 608-614 
電波天文 移動衛星（航空移動衛星（地球から宇宙）を除く。） 610-890 

固定 移動 放送 614-698 
放送 固定 移動 
698-806 
放送 固定 移動 790-862 

固定 放送 移動（航空移動を除く） 806-890 
固定 移動 放送 862-890 

固定 移動（航空移動を除く） 放送 

 国際周波数分配表（一部抜粋※） ※脚注を除く 

 国際電気通信連合（ITU）憲章

に規定する無線通信規則により、
世界を３つの地域に分け、周波
数帯ごとに業務の種別等を定め
ている。（国際分配） 

 第一地域 欧州・アフリカ 
 第二地域 北米・南米 
 第三地域 アジア・オセアニア 

国際分配をもとに、国内で割当可能
な周波数、業務の種別、目的、条件
等を規定 ⇒「周波数割当計画」  
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電波利用に関する現状 

○ 無線局数の増加・電波利用の拡大 
 我が国で無線局免許に基づき開設されている無線局数は１億6,400万局※を超えている。 

 これに加えて、多くの登録局及び免許不要局（無線LAN、特定小電力無線局、発射する電波が著
しく微弱な無線局等）が開設され、様々な電波利用が拡大 

  
       （※：携帯電話が１億4,826万局（平成26年9月末現在）。移動通信事業者の売上高は約15.5兆円（平成25年度）） 

Copyright(C)Telecommunications Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved. 
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電波利用・関連産業の動向と展望 

電波政策ビジョン懇談会最終報告書 抜粋 
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   ２．海上通信の動向 



海岸地球局 

遭難信号 
地上受信局 

捜索救助機
関 

AIS海岸局 

ナブテックス受信機 

 通信所 

船舶 船舶 

巡視船 

遭難船舶 

船舶 

コスパス衛星 

サーサット衛星 

SART  又は 
AIS-SART 

救命筏 EPIRB 
（遭難信号を送信） 

船舶 

EGC 

インマルサット 
無線設備 

インマルサット衛星 

 ：遭難通信 

 ：海上安全情報通信 

「全世界的な海上における遭難及び安全システム」（GMDSS：Global Maritime Distress and Safety System）は、船舶がどのような海

域で遭難しても、デジタル通信技術や衛星通信技術を用いて発信する遭難警報が陸上の捜索救助機関や付近を航行する船舶に確実に
受信されることにより、捜索救助機関と船舶が一体となった捜索救助活動を可能とするシステム。（1999年2月から導入） 

船舶が遭難した時の通信 

捜索救助を行う船舶と捜
索救助機関等との通信 

遭難船舶と捜索救助を行
う船舶等との通信 

船舶の航行安全に関する
通信 

船舶向けの航行警報、気
象警報等の情報提供 

① VHF･MF/HF・HF無線設備 
 （デジタル選択呼出装置） 

主な無線設備 

②衛星非常用位置指示無線標識 
  （EPIRB) 

⑤双方向無線電話 

⑥ VHF･MF/HF・HF無線設備 
 （無線電話） 
 

⑩ナブテックス受信機 

⑪インマルサット高機能 
 ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出受信機（EGC) 

⑧ 船舶自動識別装置（AIS) 

④ VHF･MF/HF・HF無線設備 

 （無線電話） 

⑦インマルサット無線設備 
（無線電話、データ通信） 
 

国際VHF 

国際VHF 

AIS 

AIS 

① ① 

② 

④ ④ 

⑤ 

③ 

⑥ ⑥ 

⑦ 

⑩ 

⑪ 

⑨ 

⑧ 
⑧ 

⑨ 

VHF：超短波帯（156MHzを超え157.45MHz以下の周波数帯）、MF/HF：中短波帯（1606.5kHzを超え3900kHz以下の周波数帯）、HF：短波帯（4MHzを超え26.175MHz以下の周波数帯） 

※沿海区域：原則として20海里以内の水域 

遭難船舶の発見又は生存
者の位置を特定するため
の通信 

③捜索救助用ﾚｰﾀﾞｰﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞ 
  （SART) 
    捜索救助用位置指示送信装置 
  

船舶の航行安全を支援す
るための船舶間通信 

⑨ 国際VHF 

海上通信の全体像（ＧＭＤＳＳの概要） 6 
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新たな海上通信システムの動入① 

衛星位置指示無線標識（浮揚式ＶＤＲ） 

Cospas-Sarsat衛星 

浮揚式以外のVDRは 
船とともに海底へ 
（回収が困難） 

浮揚式 
のVDR 

船体から自動離
脱 
し浮揚 

406MHz 

業務管理センター 

捜索救助機関 

VDRの 
    回収 

浮揚式のVDRによる通報と回収作業のイメージ 

沈 
没 

海難事故原因の調査に資す
るため、航海中の通信記録等
を記録媒体に保存する装置で
あり、SOLAS条約により国際航

海に従事する旅客船及び大型
貨物船に搭載することが義務
付けられている 

平成26年７月導入 

浮揚式 
（電波を使用） 

平成27年１月導入 

ブイの種別や位置等を付近の船舶にAIS電波(161.
975、162.025MHz)により自動的に提供するもの。 
これにより、船舶はブイを目視のほか、AIS表示
機能を有したレーダー画面などで気象条件に左右
されず認識することが可能。 

航路標識AIS 

航路標識(ブイ) 

AIS搭載船舶 
の表示例 

航路標識AISの 
表示例 

船舶のレーダー画面の表示イメージ 

自船
の位
置 

沈船の存在によ
る緊急沈船標識 
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平成27年８月導入予定 

新たな海上通信システムの動入② 

ＰＬＢ（携帯用位置指示無線標識） 

コスパス・サーサットシステムを利用した捜索救助システムは、現在、船舶が遭難した場合に使用する衛
星非常用位置指示無線標識（EPIRB：Emergency Position Indicating Radio Beacon）や航空機が遭難した
場合に使用する航空機用救命無線機（ELT：Emergency Locator Transmitter）がある。 
 
近年、EPIRBと比較して小型で、軽量かつ、安価な、個人が使用する携帯用位置指示無線標識（PLB：
Personal Locator Beacon）の国内導入のニーズが、特にプレジャーボートの利用者において高まっていた。 

コスパス・サーサット
衛星を利用した 

捜索救助システムの
イメージ 捜索救助機関 

コスパス・サーサット衛星 

地上受信局 

捜索救助 

EPIRB 
ELT 

PLB 
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コスパス・サーサットシステムの概要 

コスパス・サーサットとは 

1985年から米国、フランス、ロシア、カナダが中心と

なり運用されている国際的な捜索救助システム（事
務局はカナダのモントリオール） 
2013年９月末での参加機関は４３機関 

コスパス・サーサット衛星について 

コスパス・サーサット衛星は、ドップラ測位を用いる
衛星で３種類の衛星がある。 
・LEOSAR：低軌道(1,000km)を周回する初期型衛星 
・GEOSAR：静止軌道(36,000km)で運用する衛星、GPS搭載 
                    の機器しか対応できない。 
・MEOSAR：中軌道(20,000km)で運用する周回衛星。 
       現在、順次、衛星を打ち上げ中。 

①航空機、船、人から遭難信号を送信 
②コスパス・サーサット衛星で受信 
③コスパス・サーサット衛星から地上受信局へ送信 
④受信局から捜索救助機関へ伝達 
⑤飛行機や船による捜索開始 
 

PLBに対するコスパス・サーサット衛星 

我が国のEPRIB機器はGPSが設置されていないため、 
GEOSARで遭難信号を受信できない。一方、PLBはオ
プションでGPSに対応できるためGEOSARで受信可能。
ビーコンからの送信周波数は406MHz帯を用いてい
る。 

コスパス・サーサットシステム遭難通信の取り扱い 
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ＰＬＢの国際状況 

ＰＬＢを使用している国 

３２か国(2014年9月現在） 
 コスパス・サーサット登録機関国の約４０％が導入  
 アルジェリア、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、キプロス、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリ

シャ、香港、インド、イタリア、オランダ、ニュージーランド、ナイジェリア、ノルウェー、パキスタン、ポーランド、ロシア、南アフリカ、スペイ
ン、スウェーデン、スイス、トルコ、アラブ首長国連邦、イギリス、アメリカ、ベトナム 

ＰＬＢの普及台数 

510,768万台(2012年12月現在） 
ＰＬＢの今後の普及予測 

0
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800000

1000000

1200000

1400000

2015年 2020年 

ＰＬＢ 

ＥＰＩＲＢ 

ＥＬＴ 

アメリカの299,768台が最も多く、続いてオーストラリアの90,744台、
続いてイギリスが56,364台となっている。 

2020年までにＰＬＢが20%以上伸びるものと予

測され予測され衛星を介した遭難通信システム
としては第１位になることが予測されている。 
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１ PLBの定義 

我が国でのＰＬＢの制度概要 

ＰＬＢを遭難自動通報設備とし「携帯用位置指示無線標識」とした。 

２ PLBの電波の型式、周波数、空中線電力 
（衛星EPIRBと同様） A3X  121.5MHz 50mW、406.025MHz、406.037MHz又は406.04MHz 5W 

３ 無線局検査 

○新設検査⇒技術基準適合証明対象設備にすることにより不要 
○変更検査⇒機器の換装による変更が届出で可能 
○定期検査⇒不要（電波法施行規則第４１条の２関係） 

４ 業務書類 
免許状及び申請・届書類の写し以外は不要 

５ 申請様式 
簡易無線局の様式とし記載項目を出来る限り省略した。 

６ 免許人以外の連絡者の記載義務 
免許申請時において免許人以外とも連絡が取れる方を２箇所以上記載することを義務 
（アメリカでは５箇所を記載することが義務付られている） 

７ 遭難救助に当たっての宰領権 

PLBからの遭難信号に対して海上保安庁が宰領権を持つことを明記 
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   ３．海上通信の今後の展望 

      ・次世代ＧＭＤＳＳの動向 
  ・海上ブロードバンドの更なる向上にむけて 
      ・海上通信の課題と今後の取組 

 
         
   
         



次世代ＧＭＤＳＳの動向 

・1999年のGMDSS完全導入から約15年経過。 
・GMDSS完全導入以降、AIS、LRIT、簡易型AISなど新たな航海機器が導入。 
・データ通信や新たな衛星通信システムのニーズが顕在化。 

次世代ＧＭＤＳＳの導入の検討 

次世代GMDSSの検討においては、船主側に新たな負担を求めることを極力さけるために現行のＧＭＤ
ＳＳの機器の高度化を基本としてWRC等*で検討を行っている。 

WRCの主な状況 

*WRCとは、世界無線通信会議のことでWRC:World Radio communication Conference(の略。各周波数帯の利用方法、衛星軌道の利用方法、無線局の運
用に関する各種規程、技術基準等を始めとする国際的な電波秩序を規律する無線通信規則（RR: Radio Regulations）の改正を行うための会議で、各国主管
庁及びITUに登録している事業者等の関係団体が出席し、通常3～4年 毎に開催される。海上関係は、これと並行して船舶の安全の国際ルール（SOLAS条
約）などを決定する機関IMO（国際海事機関）で船舶への搭載要件などが決められることとなります。 

２００７年 ２０１２年 ２０１５年 ２０１９年 

次世代GMDDSの提案 

・モースル電信の撤廃 
・データ通信の導入 など 

次世代GMDDSの検討開始 

・短波帯、VHFデータ通信の導入 
・NBDP周波数の見直し 

次世代GMDDSの一部導入 

・VDESの導入によるAIS周波数割
当ての増波、衛星VDEの導入 
・船上通信設備のデジタル化 

WRC07 WRC12 WRC15 WRC19 

次世代GMDDSの導入継続 

・GMDSS設備にイリジウムを追加 
・HFデータ通信の見直し 

予測 予測 
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次世代ＧＭＤＳＳの概要① 

次世代ＧＭＤＳＳ機器の概要 

１ VDE（VHFデータ通信(VHF Data Exchange）   

・WRC12において、150MHz帯の周波数を使用する国際VHFの周波数帯に、データ通信
用(VDE)として使用できる周波数を決定（21から26チャネル及び80から86チャネル）。 
・データ通信用チャネルは、従来のアナログ通信より優先して使用できる（2017年1月1
日から） 

２ VDEＳ（VHFデータ通信システム(VHF Data Exchange System）   
  WRC-15 において、ASM(AISのアプリケーション特定メッセージ Application Specific Message）や
衛星を利用したVHFデータ通信を検討。 
 ・ASMは、27及び28チャネルを使用し、海上からの気象・海象データの送信を検討中。2019年１
月１日から導入される見込み。 
 ・24から26チャネル及び84から86チャネルを用いて衛星を経由して海上安全情報を提供するこ
とが検討されており、場合によってはＧＭＤＳＳの機器となる可能性もある。 

国際VHF ch 適用内容 導入年月 

データ通信 2017.1 

CH24-26及び84-86 船舶への安全情報の提供 2019.1～（予定） 

CH27及び28 ＡＳＭ、海上からの衛星気象・海象データの送信 2019.1～（予定） 

 CH21-23及び80-83 

国際VHFデータ通信用周波数の整理 

13 



設備名 概      要 

400MHz帯を使用する船上通信設備のトラフィックの増加に対し
て、デジタル方式を適用することを検討。WRC-15で決定する見込

み。アナログとの方式との共存が認められているため、我が国で
はデジタル化方式への強制移行はしない。 

短波帯データ通信 
設備 

利用頻度の少ないNBDP(狭帯域印刷電信）の短波帯周波数を大
幅に削減し、データ通信として利用（2017年１月１日より）。 

モールス電信設備 短波帯を利用するモールス電信の周波数は、国際分配から削除
され、データ通信として利用することが決定（2017年１月１日より）。

データ通信からの混信を許容し、データ通信に妨害を与えないこ
とを条件として、主管庁の判断により、モールス電信の継続利用
が可能。 

イリジウムの 
ＧＭＤＳＳ適用 

現在、インマルサット衛星システムのみがＧＭＤＳＳとして認められている。
これにイリジウム衛星システムを適用することを検討中。技術的条件など
の検証にまだ時間がかかる見込みでWRC-15においても継続審議となる
可能性が高い。 
イリジウムがＧＭＤＳＳ設備となった場合、利用衛星システムごとに海域の
設定が変わる可能性がある。 

３ その他の次世代GMDSS関連設備 

 船上通信設備 

次世代ＧＭＤＳＳの概要② 

そのほか、ITU-RではDSCの操作手順やAISのブイ利用等新たな利用に関する検討が行われている。 
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通信速度 
（ベストエフォート） 通信料金の例 端末イメージ 

インマルサット 
Fleet Broadband 
(H20.1～) 

（海→陸）最大４３２ｋｂｐｓ 
（陸→海）最大４３２ｋｂｐｓ 

初期費用：１４，０４０円＋端末価格 
月額料金：６８，３００円 
通話料金：   ３０円／分 

NTTドコモ 
ワイドスターＩＩ 
(H22.4～) 

（海→陸）最大１４４ｋｂｐｓ 
（陸→海）最大３８４ｋｂｐｓ 

初期費用：３，２４０円＋端末価格 
月額料金： ５，２９２円 
通話料金： ９７．２円／３０秒 

スカパーJSAT 
Ocean BB 
(H22.10～) 

（海→陸）最大５１２ｋｂｐｓ 
（陸→海）最大１Ｍｂｐｓ 

初期費用：１０万円 
＋端末価格（３００万円程度） 

月額料金：６０万円／月（定額） 

イリジウム 
(H10.11～) ２．４ｋｂｐｓ 

初期費用：１４，０４０円＋端末価格 
月額料金： ５，０００円 
通話料金：   ６３円／２０秒 （音声通話） 

インマルサット
GSPS 
(H24.3～) 

２．４ｋｂｐｓ 
初期費用： 約９万円（端末価格を含む） 
月額料金： ４，９００円 
通話料金：   ４０円／１５秒 （音声通話） 

スラヤ 
(H25.3～) 

（上り）最大１５ｋｂｐｓ 
（下り）最大６０ｋｂｐｓ 

初期費用： ３，２４０円＋端末価格 
月額料金： ４，９００円    ６，９００円 
通話料金：  １６０円／分    ４０円／分 

イリジウム 

インマルサット 
GSPS スラヤ （音声通話） 

海上ブロードバンドの更なる向上に向けて① 

（各社HP情報等より） 

海上ブロードバンドサービスについては､技術の進展に伴い、徐々に安価に高速になってきている。通
信速度は、最大1Mbps程度。 
通信料金については、地上の携帯電話と同程度の料金でサービス提供が行われつつある（スラヤ等）。 
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 インマルサット、インテルサット、O3b等が新たにKa帯での
高速移動衛星通信システムの事業化を計画中。現在、国
際電気通信連合（ITU）において、当該周波数帯を高速
移動衛星通信に利用可能とするため議論中。 

 本システムの実現により、陸上のほか、航空機、船舶にお
ける数10Mbps程度の高速衛星通信サービスが可能。 

 世界的に注目されている、より高い周波数帯域のKa帯
(20/30GHz)を活用し、 Ku帯(12/14GHz)の10倍(10Mbps)以上
の通信速度を実現するための技術実証及び制度整備を行い、
海上における高速通信サービスの実現を目指す。（平成27年
度予算案：2.7億円） 

 海上通信システムの利用実態やその活用方策を調査すると
ともに、国土交通省や水産庁と連携し、低廉化が進む海上通
信システムのメニューなど必要な周知活動等を実施し、更な
るデジタルディバイドの是正に努める。 

次世代移動衛星通信システムの技術実証 

※インマルサット第５世代衛星（I-5） 
（2014-2015年に３機打上げ予定） 

I-5カバーエリア 
上り：6Mbps 
下り：60Mbps 
（ベストエフォート） 

レーダー等 
航法機器 

インターネット 
（福利厚生） 

VoIP電話 

65cm径アンテナ 

【例】 インマルサットによる新たな高速移動衛星通信
のサービスイメージ(Ka帯) 

海上ブロードバンド 

船舶 

（利用サービス例） 

・ 高速インターネット 

  （福利厚生） 

・ VoIP電話 

・ レーダ画面等の伝送 

Ka帯通信衛星 

【参考】 世界的な移動衛星通信の高速化の動向 

I-5※ 

海上通信システムの利用実態の調査及び普及啓発の推進 

次世代移動衛星通信システムの技術実証 

船上で長期間活動する船員から、無線を利用した家族とのコミュニケーションの確保やインターネット利
用によるブロードバンド環境の実現など生活環境の改善などを求める声が高まっており、海上における
デジタルデバイドの解消が重要な課題 
① 通信料金の低廉化 

② 通信速度の高速化 

海上ブロードバンドの更なる向上に向けて② 16 



海上通信の今後の課題と取組 

課題１ 海上無線通信システムの高度化 

課題２ 海上におけるデジタルディバイドの解消 

課題３ WRCに対する国内対応 

 9GHz帯船舶用固体素子レーダー及びFMCWレーダーの実用化 

 短波帯データ通信及びVHF帯データ通信（衛星通信を含む。）の制度化 

 通信速度が10Mbps以上確保できる次世代移動衛星通信システムの実現 

 海上通信システムの利用実態や活用方策の調査、関係省庁等と連携した周知・広報 

 WRC-15に対する国内周波数分配対応 

 国際基準に基づく国内での技術基準の策定 

 新たにGMDSS設備となるシステム（イリジウムなど）対応 

取組例 

取組例 

取組例 
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ＰＬＢの技術的条件① 

用途 人工衛星向け 航空機向け 

周波数等 G1B電波 406-406.1MHz A3X電波 121.5MHz 

空中線電力（許容偏差） 5W （±2dB） 50mW （±3dB） 

筐体 

・ 筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されていること。 
・ 筐体に製造者名、型式名、製造番号、識別信号及び電池の有効期限が明確に判別できるように表示されていること。 
・ 正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。 
・ 取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。 
・ 人工衛星からの電波を受信して無線測位を行う機能（GPS受信機能等）を有しているものにあっては、当該受信空中線の位置が明確
に判別できるよう表示されているものであること。 

１ 一般的条件 

周波数の許容偏差 5kHz以内 

送信周波数安定度 
100ミリ秒間に2×10-9を超えて変動しないこと。また、15分間の平均傾斜は±1×10-9/分以内であり、ばらつきは3×10-9以下であ
ること。 

送信立ち上がり時間 送信電力が10%を超え90%に達するまでに要する時間は5ミリ秒以下であること。 

送信繰り返し周期及びの送信の
開始並びに停止 

送信繰り返し周期は50秒（許容偏差は1%以下）であり、最初の送信は47.5秒以降に行うこと。また、偶発的に電波の発射が継続
的に行われるときは、その時間が45秒になる前にその発射を停止できる機能を有すること。 

変調波形の立ち上がり及び立ち
下がり時間 

50マイクロ秒以上250マイクロ秒以下であること。 

符号形式及び伝送速度 バイフェーズL符号あること。伝送速度は400bpsであり、許容偏差は1%以下。 

送信信号の構成 
送信信号の構成はコスパスサーサットの仕様に適合する特性であること。 
自己診断モードで送信する信号の送信時間は最大520ミリ秒（許容偏差は1%以下）であり、送信時間は1回であること。 

垂直面における空中線利得 仰角5度から60度までの90%の範囲において-3dBi以上4dBi以下 

水平面にける利得及び指向特性 全方向において利得変動は3dB以下の無指向性であること。 

偏波面 右旋円偏波又は直線偏波 

２ 技術的条件 
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（電源の条件） 

  （航空機向け） 

電源の種類 一次電池であり、その電池の有効期限を明示してあること。 

電池の容量 連続して24時間動作できる容量であること。 

電池の動作 電池を取り付けてから1年経過後でも連続して24時間動作できるものであること。 

帯域外領域における不要
発射の強度 

人工衛星向け 航空機向け 

帯域外領域における不要発射の強度は、下表の条件を満たすこと。 帯域外領域における不要発射の強度は、下表の条件を満たすこと。 
 

スプリアス領域における不
要発射の強度 

規定しない 規定しない 

121.4MHz

0dB

-30dB

121.6MHz-12.5kHz

ｆｃ   

Pm

-25dB

-35dB

-30dB
-25dB

-35dB

+12.5kHz

-25kHz +25kHz-62.5kHz +62.5kHz

← →
 　離　調　周　波　数　 

fc=送信周波数

-24kHz

406.0MHz

Pc

-40
ｃdB 

ｃ-35dB 

-30
ｃdB 

-20
ｃdB 

ｃ0dB 

-20
ｃdB 

-30
ｃdB 

ｃ-35dB 

-40
ｃdB 

406.1MHz

-12
kHz

-7
kHz

-3
kHz

ｆｃ   
3

kHz
7

kHz
12
kHz

-24kHz

周波数の許容偏差 50×10-6以内 

変調周波数 300Hzから1600Hzまでの間の700Hz以上の範囲を2回/秒～4回/秒の割合で高い方向又は低い方向に変化するものであること。 

変調度 85%以上 

信号の送信条件 
連続送信であること。ただし、人工衛星向け信号の送信により送信を中断する場合の中断時間は2秒以内であること。また、その際の周波
数偏移は±30Hz以内であること。 

空中線の条件 全方向において無指向性であり、偏波面は垂直偏波であること。 

  （帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度） 

（測定法） 
測定にあたっては、国内で適応されている測定法に準ずることが適当であるが、今後国際的な動向等を踏まえて対応することが望ましい。 

平
均
実
効
輻
射
電
力
に 

対
す
る
不
要
発
射
の
電
力
比 

搬
送
波
電
力
に
対
す
る
不
要

発
射
の
電
力
比 
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御聴講ありがとうございました。 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24



